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地方公共団体の庁舎等における事務事業の遂行のために整備する 

屋内用通信基地局の取扱いについて 

 

 

行政財産は、公用又は公共用に供する財産であることから、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２３８条の４第１項において私権の設定が制限さ

れていますが、同条第７項において、当該財産の用途又は目的を妨げない限

度においてその使用を許可することができることとされています。 

これは、あくまで、行政財産の本来の用途又は目的外に使用させる場合に

許可が必要であることを定めたものであり、地方公共団体の庁舎等において、

専ら地方公共団体の事務、事業の遂行のために使用させる場合には、行政財

産の目的外使用には当たらず、よって同項の許可は必要とならないものです。 

したがって、例えば、地方公共団体の事務、事業の遂行のために屋内用通

信基地局の整備を行う場合（公用端末の通信の用に供する場合のほか、職員

及び来庁者が地方公共団体の事務、事業の遂行のために必要な通信の用に供

する場合を含む。）についても、行政財産の目的外使用には当たらないもの

と考えられます。他方、例えば、地方公共団体の事務、事業の遂行以外の目

的で屋外用通信基地局を整備する場合等については、行政財産の目的外使用

に当たると考えられます。 



 

 
 

貴職におかれては、行政財産の目的外使用許可が適切に運用されるよう、

十分留意いただくとともに、貴都道府県内の指定都市を除く市町村に対して

もこの旨周知をお願いします。 

なお、本通知は、同法第２４５条の４第１項に基づく技術的助言であるこ

とを申し添えます。 

 

 


